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奈良県情報公開審査会の第１６２号答申について

行政文書の不開示決定に対する異議申立てについての諮問第２１３号事案に関して、下記のとおり、奈良県
情報公開審査会から奈良県知事に対して答申されましたのでお知らせします。

記

１ 答申の概要
◎ 答 申：平成２７年１１月４日
◎ 実 施 機 関：総務部 人事課
◎ 対象行政文書：奈良県警察職員定数条例の一部改正（平成２５年３月２７日付け、奈良県条例第４７

号）において、警察官定数をいわゆる政令定数２，４２３人のところ、２６人を超えた
２，４２６人と規定した法的根拠（３人は政令増員分 Ｈ２５．５．１６施行、２３人
は奈良県独自の単独定数分）

◎ 諮問に係る処分と理由
○ 決 定：不開示（不存在）決定
○ 不開示理由：当該文書を作成又は取得していないため

◎ 審査会の結論：実施機関の決定は妥当である。
◎ 判 断 理 由：

１ 本件行政文書について
異議申立人が、「奈良県警察職員定数条例の一部改正（平成２５年３月２７日付け、奈良県条例第４７

号）において、警察官定数をいわゆる政令定数２，４２３人のところ、２６人を超えた２，４２６人と規
定した法的根拠（３人は政令増員分 Ｈ２５．５．１６施行、２３人は奈良県独自の単独定数分）」の開
示を求めているのに対し、実施機関は、当該文書を作成又は取得していないため不存在であると主張して
いるので、以下検討する。
地方警察職員の定員は、警察法第５７条第２項において、条例で定めることとされており、本県におい

ては、奈良県警察職員定数条例（以下「定数条例」という。）によりその定数が定められている。また、
警察法施行令第７条により都道府県別の警察官の定数基準が示されている。
奈良県職員定数条例等の一部を改正する条例（平成２５年３月奈良県条例第４７号）第４条の規定によ

り定数条例が改正されたが、改正後の警察官の定数は政令定数を上回っている。
本件開示請求書において開示を求められているのは、政令定数を上回る定数を条例で定めることができ

ることを規定した法令、要綱、通達等の法的根拠が記載された行政文書であると解される。
警察官の定数を変更する場合、定数条例を改正する必要があるが、条例の制定又は改廃は、地方公共団

体の議会の議決が必要とされている。また、地方自治法第１４９条第１号により、普通地方公共団体の長
（都道府県にあっては知事）は、議会の議決が必要な事件について議案を提出するものとされている。そ
して、実施機関は、定数条例の改正に当たり、警察本部長からの依頼を受けて、県議会に定数条例の改正
案を提出するとのことである。
実施機関の説明によると、当該依頼に当たり、奈良県警察本部警務部警務課（以下「警務課」という。

）と実施機関における人事担当部署である総務部人事課との間で協議が行われるとのことである。
もとより、警察官の定数に係る法的根拠が記載された行政文書が存在するとすれば、警察本部において

作成又は取得されているものと考えられるが、実施機関が該当文書を保有しているとすれば、当該協議に
当たり警務課から提出を受けた文書に含まれていることが考えられる。
この点について、実施機関に説明を求めたところ、警務課から提出を受けた文書は、増員要求書、他府

県の状況を示した資料、交通巡視員に関する資料、政令定数を増員する旨の警察庁からの通知等があるが、
本件開示請求書の記載に照らすと、いずれについても、開示請求者が求める内容を含むものではなかった
とのことであった。
また、実施機関は、保有する他の文書について念のため探索したが、該当する文書を保有していないと

のことであった。
以上のことから、本件開示請求に係る文書を作成又は取得していないとする実施機関の説明に、特段不

自然、不合理な点はなく、当該行政文書が存在すると推測させる特段の事情もない。
したがって、本件開示請求に対応する行政文書は存在しないとする実施機関の説明は是認できると判断

する。

２ 異議申立人の主張について
異議申立人は、口頭意見陳述において、本件開示請求は、警察庁からの通知その他の増員の必要性に係

る文書の開示を求めたものであると主張している。
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この点について実施機関は、口頭理由説明において、本件開示請求の受付時に、政令定数を上回る定数
を条例で定めることができることを定めた法令、要綱、通達等という意味での法的根拠の開示を求めてい
るものであるという開示請求者の意思を確認し、該当する文書を保有していないことををあらかじめ伝え
た上で、不開示決定を行ったと説明している。
このような状況において、開示請求の趣旨について、なぜ異議申立人と実施機関の主張に齟齬が生じて

いるのか当審査会にはうかがい知ることはできない。
しかし、本件開示請求書には「法的根拠」と記載されており、通常「法的根拠」とは法令、要綱、通達

等を意味するものと解されること、及び上記のとおり実施機関は異議申立人に本件開示請求の趣旨を確認
していることを考慮すると、当審査会としては、実施機関の文書の特定が妥当なものであったと判断せざ
るを得ない。

２ 事案の経緯
① 開 示 請 求 平成２６年 ３月１０日
② 決 定 平成２６年 ３月１８日付けで不開示決定
③ 異議申立て 平成２６年 ４月 ８日
④ 諮 問 平成２６年 ４月２１日
⑤ 経 過 平成２７年 ７月１５日 第１８５回審査会 審議

平成２７年 ８月２１日 第１８６回審査会 審議
平成２７年 ９月１６日 第１８７回審査会 審議
平成２７年１０月２１日 第１８８回審査会 審議


